
宮古市中央公民館の貸室使用料 

 

備考 

１  使用料を算定する時間には、準備及び原状回復に係る時間を含むものとし、1時間未

満の端数があるときは、これを 1時間とする。 

２  午前 9時前又は午後 9時後に利用する場合の使用料の額は、その利用 1時間までご 

  とに、午後 5時から午後 9時までの利用時間に係る使用料の額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸室名称 
1時間当たりの使用料 

午前 9時から午後 5時まで 午後 5時から午後 9時まで 

会議室１ 400 610 

会議室２ 400 610 

会議室３ 400 610 

多目的ホール 1,220 1,830 

音楽スタジオ１ 400 610 

音楽スタジオ２ 500 760 

運動スタジオ１ 400 610 

運動スタジオ２ 610 910 

和室１ 400 610 

和室２ 300 450 

創作スタジオ 400 610 


